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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年６月２１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                            委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                            委   員  庄 司 邦 昭 

                            委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年１１月８日（火） １７時３０分ごろ 

発生場所 鹿児島県指宿
いぶすき

市今
いま

和泉
いずみ

漁港東方沖  

今和泉港沖防波堤東灯台から真方位０８７°２,４００ｍ付近 

（概位 北緯３１°１７.８′ 東経１３０°３７.６′） 

事故調査の経過 平成２３年１１月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 千代
ち よ

丸、１.５トン 

   ＫＧ３－３３７６９（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.３２ｍ（Lr）×２.２８ｍ×０.６０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数４５、平成７年６月４日 

Ｂ プレジャーボート 伊代
い よ

丸、０.４トン    

   ２９５－３５３９０鹿児島、個人所有 

   ４.５０ｍ（Lr）×１.６５ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、１１.０３kＷ、平成６年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４９歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５４年１０月１２日 

    免許証交付日 平成２２年８月１９日 

            （平成２８年５月１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６３歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年１１月５日 

    免許証交付日 平成２１年４月２７日 

            （平成２７年４月１９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首船底部に擦過傷 

Ｂ 船尾中央部に亀裂、灯火の配線が断線、船外機が破損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、平成２３年１１月８日１７時２０分

ごろ今和泉漁港を出港したのち、船長Ａが操舵室の後方に立って足で舵棒

を操作して操舵を行い、操舵室上部の白色全周灯及び両色灯を点灯し、約

１３.５ノット（kn）の速力で同漁港東方沖の刺し網漁の漁場に向けて東進

した。 

船長Ａは、前方を見ていたものの、いか釣りの漁期も終わりに近く、天
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気も悪かったので、いか釣り漁船などは出漁していないと思い、風向のこ

となどを考えながら航行した。 

Ａ船は、１７時３０分ごろ、今和泉港沖防波堤東灯台から真方位０８

７°２,４００ｍ付近において、Ａ船の船首部とＢ船の船尾部とが衝突し、

Ａ船の船首部がＢ船の船尾部に船尾端から前方へ約１.５ｍのところまで乗

り上げたが、間もなく両船が離れてＡ船の右舷側とＢ船の左舷側とが接舷

状態となった。 

 船長Ａは、軽い衝撃を感じてＢ船と衝突したことを知った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、１７時００分ごろ指宿市宮ヶ浜
みやがはま

の船

だまりを出港して宮ヶ浜沖の釣り場に向かい、１７時１０分ごろ釣り場に

到着していか釣りを始め、船長Ｂが、両舷側に釣り竿を１本ずつ出して船

尾部に座り、右舷側に出した竿を右手で持ち、左手で船外機の操作を行

い、約２～３knの速力で航行した。 

 船長Ｂは、１７時１４分ごろ家族へ携帯電話で電話をかけ、その後、船

首部のマストの白色全周灯及び両色灯を点灯した。 

 船長Ｂは、１７時２０分ごろ針路を東方へ変針したとき、右舷船尾方に

Ａ船を視認し、その後、１７時２５分ごろ右舷船尾方１,０００ｍ付近に接

近してくるＡ船を視認したが、衝突することはないだろうと思って釣りを

続けた。 

 船長Ｂは、後方を振り返ってＡ船が船尾方至近距離に接近していること

に気付いたが、衝突を避ける動作をとる間もなく、１７時３０分ごろＢ船

の船尾中央部とＡ船の船首部とが衝突し、Ａ船がＢ船に乗り上げた際、Ｂ

船が押し下げられて船内に浸水した。 

 船長Ａは、負傷してＢ船の船内に倒れていた船長Ｂに声をかけて意識が

あることを確認し、知人へ電話をかけて救急車の手配と海上保安庁への連

絡を依頼した。 

船長Ａは、船長Ｂが動けないので、船長ＢをＢ船に乗せて今和泉漁港ま

でえい
．．

航した。 

船長Ｂは、救急車により病院に搬送され、右肩甲骨及び右ろっ
．．

骨骨折な

どにより約１か月の入院加療が必要と診断された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

日没時刻：１７時２６分 

 その他の事項  本事故は、日没４分後の薄明の時間帯に発生したが、雨が降り出しそう

な天気であり、薄暗い状態であった。 

 Ａ船は、操舵室があるが、舵輪を設置しておらず、操舵は舵棒を操作す

ることによって行っており、操舵室にＧＰＳと魚群探知機を装備していた

が、レーダーはなかった。 

Ａ船は、船首部右舷側に高さ約１２７cm の揚網機（直径約３６cm、最大

幅約６１cm のローラー３個）を設置しており、揚網機により右舷船首方に

死角が生じていたが、船長Ａは、舵棒の操作によって操舵していたことか

ら、船首が左右に振れるので、船首が右に振れた際に右舷船首方の死角部

分の見張りを行っていた。 

船長Ａは、衝突後にＢ船を見たとき、Ｂ船の灯火が見えなかった。 

 Ｂ船は、操舵室などの構造物や航海計器の装備がなく、船尾に船外機を
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 装備しており、音響信号器具として笛があったが、船長Ｂは、本事故当

時、使用しなかった。 

 Ｂ船は、船首部に高さ約２.０ｍの角材製のマストを設置しており、マス

トの頂部に白色全周灯を、その下方約１.５ｍの位置に両色灯を、両色灯の

下方に灯火のスイッチを設置していた。 

 Ｂ船の白色全周灯の灯窓は、プラスチック製であり、経年使用により黄

ばんでいた。 

 Ｂ船は、えい
．．

航されて今和泉漁港に帰港したときには、灯火が点灯して

いなかった。 

Ｂ船は、今和泉漁港に帰港後、次のことが確認された。 

① 灯火のスイッチが「ＯＮ」の状態であった。 

② 灯火の配線が断線していたので、同断線部分の配線をつなぎ直した

ところ、Ｂ船のバッテリーで白色全周灯が点灯した。 

③ バッテリーは、船尾甲板右舷側にある物入れ内の底面に置かれてお

り、固定されていなかった。また、物入れの口は、船首尾方向３３

cm、左右５０cmであった。 

④ 船外機及び灯火に給電するため、バッテリーからそれぞれに配線さ

れていたが、バッテリーの一方の端子に接続されていた配線２本が、

共に物入れ内で断線していた。 

 船長Ｂは、船釣り歴が約３０年あり、８月～１１月にはほぼ毎日いか釣

りに出掛けており、本事故の２日前にも夜釣りに出掛けたが、本船の灯火

は点灯していた。 

 船長Ｂは、本事故当時、まだ薄暗かったが、甲板上の物は見えていた。 

船長Ａ及び船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、今和泉漁港東方沖を東進中、船長Ａ

が、いか釣りの漁期も終わりに近く、天気も悪か

ったので、いか釣り船などは出ていないものと思

い込み、前方を向いて考えごとをし、適切な見張

りを行っていなかったことから、前路を同航中の

Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、今和泉漁港東方沖においてＡ船の前方

を東進中、船長Ｂが、右舷船尾方から接近するＡ

船を視認した際、衝突することはないものと思い

込み、適切な見張りを行っていなかったことか

ら、Ａ船が針路を変えずに接近していることに気

付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、灯火を点灯していたが、衝突時の衝撃

によりバッテリーが物入れ内で移動した際、灯火

の配線が断線したことから、衝突後に灯火が消灯

した可能性があると考えられる。 
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原因  本事故は、日没直後の薄明時、今和泉漁港東方沖において、Ａ船が東進

中、Ｂ船がＡ船の前方を東進中、船長Ａ及び船長Ｂが適切な見張りを行っ

ていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・薄明時は、他船を視認しにくいことがあるので注意すること。 

 ・接近するおそれがある他船を視認した場合、継続して動静を監視する

こと。 

 




